
岐阜県外国人材活躍・多文化共生推進基本方針「別冊」

令和８年度 外国人材活躍・多文化共生推進施策

令和８年３月

岐阜県



① 外国人県民とのコミュニケーションの推進

② 外国人雇用企業等とのネットワークづくりの推進

③ 外国人県民コミュニティの把握の促進

① 岐阜県在住外国人相談センターの運営 （ 17,980 千円）

（２）相談体制・行政窓口・情報提供の充実

＜相談体制＞

【外国人活躍・共生社会推進課】

※１５言語：英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア
語、ネパール語、韓国語、スペイン語、クメール語、ミャンマー語、マレー語、モンゴル語、
ウクライナ語

　「岐阜県在住外国人相談センター」を設置し、相談員による多言語（英語、中国
語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語）での対応に加え、窓口に来られない外
国人県民のため、電話通訳サービス（１５言語以上）を介しての三者通話やスカイプ
を利用したオンラインでの相談対応を行います。

　また、多様な相談に対応するため、外国人特有の文化や考え方に詳しい専門家と連
携して、「弁護士相談」、「行政書士相談」、「カウンセラー（こころの）相談」、
「名古屋出入国在留管理局職員による相談会」を実施します。

令和８年度 外国人材活躍・多文化共生推進施策（岐阜県）

１　地域における円滑なコミュニケーションづくり

　新型コロナ対応で判明した外国人県民の情報収集経路の複雑性や文化・言語の壁を踏ま
え、相互理解に繋がる外国人県民への情報伝達やコミュニケーションづくりに取り組みま
す。

（１）多様な情報伝達チャネルの確保

【外国人活躍・共生社会推進課】

　外国人県民コミュニティと行政との連携や、コミュニティの相互連携を強化し、
キーパーソン等と協働して、外国人県民に伝わりやすい表現を用いた情報伝達や生活
実態に即した対策の実施を推進します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　新型コロナ対応で関わりを持った外国人雇用企業や技能実習生監理団体に加え、新
たな企業等や名古屋出入国在留管理局、領事館などとの連携に取り組み、更なるネッ
トワークづくりや情報共有を推進します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　出入国在留管理庁の通訳派遣も活用し、外国人県民コミュニティや情報ハブの更な
る把握を促進します。

※令和７年度の所属名で掲載しています。
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② 岐阜県在住外国人相談センターの活用促進

③ 在住外国人行政相談員等の配置及び相談窓口の設置 （ 17,312 千円）

④ 外国人相談員等ネットワーク会議の開催

⑤ 　　　 多言語コールセンターへの委託 （ 682 千円）

⑥ 外国人等のための住宅確保の支援

⑦ 外国人を対象とした消費生活相談体制の整備 （ 226 千円）

【外国人活躍・共生社会推進課】

【外国人活躍・共生社会推進課】

　外国人の住民登録時など入口の段階で、多言語（英語、中国語、ポルトガル語、タ
ガログ語、ベトナム語）のＱＲコード付きのチラシを配布するなど、市町村と連携
し、岐阜県在住外国人相談センターの周知やＳＮＳ登録の働きかけ、外国人県民コ
ミュニティやキーパーソンの紹介を推進します。

　県の消費生活相談窓口に音声自動翻訳機を配備するとともに、国際交流センターと
連携し、国際交流協会等の関係団体を通じて、在住外国人の消費者トラブル防止、相
談窓口の周知・啓発を実施します。

【県民生活課】

＜相談員配置場所、対応言語、人数＞
・西濃県事務所(大垣市)：ポルトガル語1人
・可茂県事務所(美濃加茂市)：ポルトガル語2人、タガログ語1人

【外国人活躍・共生社会推進課】

　外国人県民を取り巻く様々な課題等に対応するなど、県内の相談体制の充実を図る
ため、外国人相談員等との情報交換、勉強会等を開催します。

【住宅課】

　西濃及び可茂県事務所に在住外国人行政相談員を配置し、相談対応を行います。

【通信指令課】

　近年の訪日外国人数の増加に伴い、日本語に不慣れな外国人からの110番通報が増加
しているため、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語等複数の言語に24時間365日対
応可能な業者へ委託し、三者間通話を利用して、正確な110番受理を行う。

　外国人からの住まいに関する相談には、岐阜県在住外国人相談センターと岐阜県住
宅供給公社が連携し、適切な情報提供を行います。また、住宅確保に関する情報とし
て、多言語パンフレット（英語、中国語、ポルトガル語）により県営住宅を案内しま
す。このほか、不動産事業者・オーナー向けの居住支援ガイドブックにおいて、外国
人の入居に対する不安への対応策や「やさしい日本語」の活用などを周知します。

新規
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① 「やさしい日本語」の普及促進 （ 1,400 千円）

② ＡＩ翻訳等デジタル技術の活用促進

① 県広報紙等の多言語化 （ 495 千円）

② ホームページやＳＮＳ等を活用した多言語情報の提供

③ 自動車税種別割の案内等の多言語化

④ 運転免許試験問題の多言語化

　県広報「岐阜県からのお知らせ」のほか、市町村等とも連携し、生活に必要な情報
を多言語化してホームページや多言語電子配信ツール（英語、中国語、ポルトガル
語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、韓国語、スペイン語）で発信します。

【広報課、国際交流センター（国際交流課、外国人活躍・共生社会推進課）】

＜行政窓口＞

【外国人活躍・共生社会推進課】

　「やさしい日本語」の普及啓発に取り組む市町村や企業等を対象に、研修会開催経
費等に対して助成します。

【運転免許課】

　運転免許試験を受験する外国人に対し、学科試験問題及び外国免許切替試験の知識
確認問題を20言語（英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル
語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、ネ
パール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、
アラビア語及びヒンディー語）と多言語化して提供します。

　国際交流センターのホームページ及びＳＮＳ等により、国際交流センターやＮＰＯ
等の活動、生活情報、国際理解、多文化共生に関する情報を発信します。また、県
ホームページの情報を、自動翻訳機能などにより多言語化（英語、中国語、ポルトガ
ル語、タガログ語、ベトナム語等）して発信します。

【税務課】

　自動車税種別割に関する案内等を英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベト
ナム語で作成し、県ホームページへの掲載や納税通知書への同封により提供します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　ＡＩ翻訳機などコミュニケーションツールの普及促進に向けて、「多文化共生担当
課長会議」等の場を活用し、全市町村を対象に、具体的な活用事例等を紹介します。
　また、多文化共生推進補助金の活用により、市町村の行政窓口におけるＡＩ翻訳機
の導入などのＤＸを活用した多言語対応への取組みを支援します。

＜情報提供＞

【外国人活躍・共生社会推進課、広報課】
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⑤ 外国語資料、日本語学習用図書の提供 （ 800 千円）

⑥ 県庁舎案内用の外国語リーフレットの配布

⑦ 河川利用に関する意識啓発 （ 1,823 千円）

① 日本語教育の総合的な体制づくり （ 4,159 千円）

② 岐阜県日本語学習支援センターの運営 （ 16,873 千円）

③ 岐阜県日本語教育総括コーディネーターの配置 （ 7,027 千円）

【管財課】

　県庁舎の来庁者に配布する庁舎案内リーフレットについて、外国語版（英語）を配
布します。

【河川課】

　河川水難事故防止対策として、外国人を含め誰にでも分かりやすく水位情報を提供
する効果的な対策を検討し、特に利用者の多い河川で試行的に実施します。

（３）地域における日本語教育の充実

【外国人活躍・共生社会推進課】

　「岐阜県日本語教育の総合的な体制づくり実施計画」に基づき、県内の日本語教育
提供体制整備のための関係者間の連携強化及び県内各地での日本語教育普及促進を図
るため、日本語教育総括コーディネーターを配置します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

【外国人活躍・共生社会推進課】

 日本語教室空白地域の解消に向け、市町村や企業等による日本語教室の立ち上げを支
援します。教室の立ち上げ支援や運営のアドバイスを行う地域日本語教育コーディ
ネーターを配置するとともに、地域の日本語教育を担う人材を育成する講習会を開催
します。
　県内の地域日本語教育体制の充実を目的に、研修受講者のうち希望する者を岐阜県
日本語教育人材バンクに登録することにより、人材がいない又は不足する市町村等か
らの要望に応じて、人材情報を提供します。
　さらに、オンラインの活用等による広域的な日本語教育環境の体制整備を図るとと
もに、外国人を受入れる日本人の意識変容を促すため、「やさしい日本語」の普及啓
発に努め、研修会等を通じて各組織の中で普及啓発を担う中核となる人材を育成しま
す。
　外国人県民の日本語学習に関する各種支援機能を担う拠点として「岐阜県日本語学
習支援センター」を運営し、地域日本語教室の支援等を行います。

【文化伝承課】

　県図書館において、在住外国人の多い国の図書や絵本の蔵書数を拡大します。ま
た、日本語学習用・指導者用の図書の充実を図ります。
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④ 地域の日本語教室の活性化、ネットワークづくり

⑤ 日本語教室を設置する市町村や企業への支援 （ 5,100 千円）

⑥ 「やさしい日本語」の普及啓発に取り組む市町村や企業への支援（再掲）

① 民間団体への助成を通じた多文化共生社会づくりの推進 （ 4,900 千円）

② 国際交流員による国際理解教育の推進

③ 情報誌「世界はひとつ」の発行 （ 945 千円）

④ 外国人県民と地域住民との共生促進

【国際交流センター（国際交流課）】

　外国人県民のための生活情報、国際交流・多文化共生に関する情報を掲載した多言
語情報誌「世界はひとつ」（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベ
トナム語）を発行します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　外国人県民と地域住民の共生を促進するため、市町村や外国人コミュニティ等を通
じて、日本の生活ルール、生活習慣等についての周知を行います。

（４）多文化共生の意識醸成

【国際交流センター（外国人活躍・共生社会推進課、国際交流課）】

　県内に活動拠点を有する民間団体が実施する多文化共生推進事業、国際交流・国際
協力事業に対して助成を行います。
　このうち、多文化共生推進事業については、地域住民と外国人住民が地域で行う協
働事業、外国にルーツを持つ子どもの学習支援事業、外国人の防災・減災にかかる事
業を重点的に支援し、外国人県民の地域社会への参画や交流機会の創出を促進しま
す。

【国際交流課、国際交流センター（国際交流課）】

　学校の授業や行事への国際交流員等の派遣などにより、児童生徒に対する多文化共
生の意識啓発を行います。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　新たに日本語教室を設置する市町村や企業を対象に、開設及び運営経費に対して助
成します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　地域の日本語教室を活性化するため、教室主宰者等を対象とした情報交換会や研修
会を開催します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　「やさしい日本語」の普及啓発に取り組む市町村や企業等を対象に、研修会開催経
費等に対して助成します。
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⑤ 県費留学生の地域共生への活用 （ 2,752 千円）

⑥ 多文化理解のための講座の開催 （ 49 千円）

⑦ 図書館における国際交流・利用促進 （ 81 千円）

⑧ 多文化共生サロン等の開催 （ 200 千円）

⑨ 多文化共生推進員の設置 （ 300 千円）

【外国人活躍・共生社会推進課】

　行政と外国人県民の橋渡し役として「多文化共生推進員」を委嘱するとともに、情
報交換会を開催します。

【文化伝承課、国際交流課】

　ベトナム　フエ市（旧トゥアティエン＝フエ省）との図書館交流を実施します。ま
た、来館者に両国の文化等を知ってもらう機会を設けるとともに、県在住ベトナム人
の図書館利用の促進を図ります。

【国際交流センター（国際交流課）】

　国際交流員等による異文化理解促や多文化共生社会の実現に向けた意識啓発、外国
人県民とのコミュニケーション能力向上を目的としたサロン等を開催します。また、
アプリの使用方法やアプリを活用した交流事例を教授する講座等を開催します。

【国際交流課】

　本県出身のブラジル、アルゼンチン及びペルーへの移住者の子弟等を県内大学に留
学生として受け入れるとともに、国際交流事業、多文化共生事業への参加・協力を促
します。

【文化伝承課】

　外国人講師による小学生向けの外国文化に触れる講座や、県民の英語学習を支援す
る講座を開催します。
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① 外国人雇用に関する相談窓口の設置 （ 26,044 千円の内数）

② 外国人労働者の適正就労に向けた取組みの実施 （ 71 千円）

③ 外国人技能実習制度の適正化の推進

① 外国人介護人材受入環境の整備 （ 5,017 千円）

＜分野別の施策＞

１．介護・医療

【高齢福祉課】

　外国人介護人材の受入れを検討する事業所を対象とした、受入れの仕組みや外国人
雇用時の文化的な違い等を踏まえた基礎知識等を学ぶセミナーのほか、既に外国人介
護人材を受け入れている事業所を対象とした、外国人介護人材に活躍してもらうため
の組織づくりやマネジメント方法を学ぶセミナーを開催します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章（東海３県１
市）」の啓発セミナーを開催します。また、他の外国人集住県市と連携し、国に対す
る施策充実等に向けた要請活動を行います。

【商工労働政策課】

　外国人技能実習制度の適正化と監理団体、実習生受入企業等の優良化及び育成就労
制度への円滑な移行を促進するため、岐阜県中小企業団体中央会や関係機関（厚生労
働省、法務省等）と連携し、県の関連施策について定期的な情報提供を実施します。

（１）外国人材受入企業に対する支援の充実

＜分野横断的な施策＞

【産業人材課】

　外国人雇用企業相談対応、外国人雇用に関する出前講座、ＷＥＢを活用した情報発
信に加え、行政書士等の専門家による伴走型の相談支援体制を整備します。
　また、県内の各分野別人材育成・確保拠点と連携し、各分野における外国人材の受
入れが円滑に進むよう、支援を実施します。

２　外国人材が活躍できる環境づくり

　人口減少社会における人材確保を進めていくため、就労と生活支援の両面から外国人材
が活躍できる環境づくりに取り組みます。
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② 介護事業者の外国人留学生支援事業費補助金の交付 （ 3,744 千円）

③ 外国人介護福祉士候補者に対する支援 （ 20,940 千円）

④ 外国人介護人材対策協議会の実施 （ 2,827 千円）

⑤ 外国人介護人材への日本語学習支援 （ 3,225 千円）

⑥ 外国人看護師候補者に対する支援 （ 3,482 千円）

① 農業分野における外国人材の受入れに関する相談窓口の設置 （ 210 千円）

【医療福祉連携推進課】

　インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国
人看護師候補者が国家資格を取得して日本で就労できるよう、候補者の受入施設が行
う日本語研修、就労研修に対して助成します。

２．その他の分野

【ぎふアグリチャレンジ支援センター（農業経営課）】

　「ぎふアグリチャレンジ支援センター」に、外国人材の雇用に関する相談窓口を設
置し、農業経営者などからの外国人材の受入れに関する相談対応を実施します。
また、セミナーにおける外国人材受入れに係る情報提供や、複数の産地等と連携した
外国人材を活用する仕組みづくりを推進します。

【高齢福祉課】

　介護事業者、介護福祉士養成施設等による協議会を設け、外国人介護人材の受け入
れに係る効果的な支援策等を検討します。

【高齢福祉課】

　介護職種の外国人技能実習生及び介護分野における特定技能外国人の受入れを行う
介護事業者に対し、当該事業者が行う日本語学習の支援に係る費用に対して助成しま
す。

【高齢福祉課】

　介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生を支援する就労予定先の介護事業者に
対し、当該事業者が外国人留学生に貸与・支給する奨学金（学費・居住費等）に係る
費用に対して助成します。

【高齢福祉課】

　インドネシア、フィリピン及びベトナムとの経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく外国
人介護福祉士候補者が円滑に国家資格を取得できるよう、候補者の受入施設が行う日
本語学習、専門学習に対して助成します。
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② 外国人の雇用に向けた農業経営の改善への支援 （ 5,000 千円）

③ 農業分野における外国人の雇用・定着を支援 （ 1,000 千円）

④ 林業分野における外国人材の活躍の検討 （ 442 千円）

⑤ 建設分野における外国人材の活用に向けた支援 （ 60 千円）

① 外国人材の県内就職・定着の促進 （ 26,044 千円の内数）

② 留学生等ネットワークの促進 （ 271 千円）

③ 定住外国人向け職業訓練の実施 （ 4,752 千円）

【国際交流課】

　ベトナム人留学生間のＳＮＳ等を通じたネットワーク化を促進するとともに、大学
や留学生、企業、関連団体等と連携し、県内の外国人留学生等と県内企業との交流会
を開催します。

【労働雇用課】

　ハローワークに求職申込みを行っている離職者等を対象とした職業訓練の１コース
として、定住外国人向け職業訓練コース（介護員養成）を実施します。

（２）外国人材に対する県内企業への就労促進

＜分野横断的な施策＞

【産業人材課】

　外国人材活用・定着に関する企業向けセミナーのほか、留学生を対象とする合同企
業説明会等、外国人材の就職から定着までを支援します。

　在留資格を有する外国人の就業促進に取り組むとともに、外国人材の受入れに関す
る勉強会等を開催し、林業関係者の理解・促進を図ります。

【技術検査課】

　「建設ＩＣＴ人材育成センター」において、外国人材に関する相談窓口の案内業務
を行います。

【森林経営課】

【農業経営課】

　雇用人材の能力発揮に向けた働きやすい職場環境の整備や、外国人材を居住させる
ための住宅改修等の取組に対して助成します。

【農業経営課】

　農業関係団体等が行う、日本語研修や農作業安全・能力向上等に関する教育・研修
など外国人材の受入れ準備・定着促進に向けた取組に対して助成します。
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④ 外国人起業活動の促進 （ 990 千円）

⑤ 県内ものづくり企業で中心的役割を担う外国人材の育成 （ 1,910 千円）

⑥ 外国人財支援に向けたプラットフォーム（協議会）の構築 （ 2,345 千円）

⑦ 外国人インターンシップの実施 （ 6,030 千円）

① 外国人の介護福祉士資格取得等に対する支援 （ 269,331 千円）

② 外国人介護人材のマッチング支援の実施 （ 5,521 千円）

① 建設業における外国人材の活用促進 （ 1,336 千円）

【技術検査課】

　外国人材活用への理解促進と育成就労制度の周知を目的としたセミナー及び外国人
材紹介団体との交流会を建設業者向けに開催します。

【労働雇用課】

　国際たくみアカデミーにおいて、県内ものづくり企業で中心的役割を担う外国人材
を育成するため、ＤＸ化の推進や産業用ロボットの活用に必要な日本語力や、日本人
とチームを組んで製造現場に従事するためのコミュニケーションスキルの向上を支援
します。

【産業人材課】

　外国人材の確保及び定着促進のために、支援に携わる関係機関と連携して情報を共
有し必要な施策の検討を行います。

【産業人材課】

　外国人の就労促進のため、国内留学生に加え、海外の大学に通う外国人学生に対す
るインターンシップを実施します。

【高齢福祉課】

　介護施設への就労や介護福祉士養成施設への留学を希望する外国人材と、県内の介
護施設や養成施設とのマッチングを実施します。

２．その他の分野

＜分野別の施策＞

１．介護・医療

【高齢福祉課】

　介護福祉士等の資格取得を目指す外国人に対する養成施設の学費等の貸付け及び介
護職員のスキルアップに向けた実務者研修に係る受講費等の貸付けを行います（県内
従事など一定条件を満たした場合は返済免除。）。

【産業人材課】

　県内で起業を望む外国人に対し、起業準備のための在留を認める制度（通称：ス
タートアップビザ）の活用を促進します。
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② 宿泊施設における外国人材確保の促進

① 市町村が実施する多文化共生推進事業への支援 （ 6,900 千円）

② 公立小中学校及び県立学校における外国人児童生徒適応指導員の充実 （ 96,840 千円）

③ 公立小中学校における日本語指導を行う非常勤講師の充実 （ 57,650 千円）

④ 公立小中学校における日本語指導を行う担当教員の充実

【義務教育課】

　学習指導及び日本語指導を充実するため、日本語指導が必要な外国人児童生徒が多
数在籍する公立小中学校に対して、担当教員を１２１名配置します。

【義務教育課・高校教育課】

　日本語指導が必要な外国人児童生徒に対応するため、母語を話すことができる外国
人児童生徒適応指導員（日本の学校生活に適応するための通訳等）を２９名配置しま
す。

【義務教育課】

　外国人児童生徒が多数在籍する学校だけでなく、少ない学校にも必要な指導ができ
るよう日本語指導を行う非常勤講師を３２名配置します。

（１）子どもの就学環境の整備

＜学校内＞

【外国人活躍・共生社会推進課】

　市町村が多文化共生の推進に向けて行う、初期指導教室（来日して間もない外国人
児童生徒が日本語や学校生活について学ぶ教室）の整備などのハード整備、市町村多
言語広報物の作成や自治会など地域コミュニティへの参加を支援するなどのソフト事
業に対して助成します。

【観光文化スポーツ政策課】

　観光について学んでいる学生（留学生含む）などを対象に、出前講座・合同企業説
明会を開催します。

（３）外国人材が安心して暮らしていくためのサポート

　「相談体制・行政窓口・情報提供の充実」や「地域における日本語教育」、「多文化共
生の意識醸成」、「災害時における支援体制の整備」等の項目に掲げる施策によりサポー
トを実施します。

３　子どもの教育環境づくり

　日本語指導が必要な外国人児童生徒が増加する中、学校生活に適応できる就学環境整備
や社会で自立していくための支援に取り組みます。
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⑤ 県立高等学校における日本語指導を行う担当教員の配置

⑥ 県立高等学校入学者選抜（第１次選抜）における「外国人生徒等に係る入学者の選抜」

⑦ 教員研修講座の実施

⑧ 外国人児童生徒教育連絡協議会の開催

⑨ 外国人生徒への母語による進路情報の提供

⑩ 外国人学校に対する私立専修学校等教育振興費補助金の交付 （ 10,330 千円）

⑪ 外国人児童生徒の日本語初期指導支援 （ 4,250 千円）

　学校法人が設置する外国人学校の運営費に対して助成します。

【義務教育課】

　散在地域や小規模校における外国人児童生徒の受入体制の整備や適切な日本語初期
指導を支援するため、指導の手引きを作成するとともに、オンラインによる日本語初
期指導を実施します。

【義務教育課・高校教育課】

　高等学校入学者選抜要項の母語訳（ポルトガル語、中国語、英語）を作成するとと
もに、本要項をもとにした入試制度の仕組み等について理解を深める進路説明会をオ
ンラインで開催し、外国人生徒の進路指導の充実を図ります。

【私学振興課】

【教育研修課】

　岐阜県総合教育センターにおいて、「外国人児童生徒等への指導力向上講座」及び
「国際理解教育講座」を実施し、教員のスキル向上を図ります。

【義務教育課】

　県内全ての市町村教育委員会の担当者、多文化共生指導教諭、外国人児童生徒適応
指導員で構成する協議会を開催し、外国人児童生徒教育の充実に向けた先進地域の情
報共有・意見交換を行い、さらなる就学促進や日本語指導の充実を図ります。

【高校教育課】

　高等学校入学者選抜における「外国人生徒等に係る入学者の選抜」（特別の入学者
選抜方法）を実施するとともに、改善の必要性について検討します。

【高校教育課】

　学習指導及び日本語指導を充実するため、日本語指導が必要な外国人児童生徒が多
数在籍する県立高等学校に対して、担当教員を１２名配置します。
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① 外国人の子どもの学習支援を行う担い手の育成・確保

① 外国人の子ども・保護者向け生活設計支援及びキャリア教育支援 （ 1,834 千円）

② 外国籍の子どもの進学教室等の支援 （ 2,000 千円）

① 「多文化対応防災」の啓発推進 （ 2,156 千円）

（１）災害時における支援体制の整備

【外国人活躍・共生社会推進課、国際交流センター】

　言葉や文化の違いを有する外国人県民のための防災講座、行政職員や災害時に外国
人をサポートする「外国人防災リーダー」や災害時語学ボランティアの育成のための
災害時の多文化対応に関する研修を実施します。
　また、岐阜県災害時多言語支援センターの設置・運営訓練を実施するとともに、市
町村が外国人防災対策に取り組む上で重要な項目をまとめた「市町村外国人防災対策
カルテ」により、市町村の取組みを促進します。

【外国人活躍・共生社会推進課】

　高等学校への就学・進学や、就職を目指す外国人の子ども（義務教育の就学年齢を
超えた者に限る）を対象とした支援教室を開設し、日本語指導や教科指導、受験準
備、進路に関する相談・指導等を行うＮＰＯ等へ委託等を行う市町村に対して助成し
ます。

４　安全・安心に暮らせる環境づくり

　激甚化する気象災害への対応や、コロナ禍においても安心して医療機関を受診できる体
制づくり、子育てしやすい環境づくりなど、安全・安心に暮らせる環境づくりに取り組み
ます。

（２）キャリア教育の充実

【国際交流センター（外国人活躍・共生社会推進課）】

　外国人の保護者が定住を前提とした生活設計が行えるよう、初期指導教室等に通う
子どもの保護者を対象に、日本の教育制度や就労環境を理解してもらうため、ライフ
プラン講座や相談会を開催します。
　また、外国人児童生徒が早い段階から具体的な目標進路を考えるきっかけづくりを
行うため、外国人学校等の生徒を対象に、ものづくりの実技・実習の体験や外国人先
輩の講話を聞く講座を開催します。

＜学校外＞

【外国人活躍・共生社会推進課】

　地域日本語教室の学習支援者等を対象に、子どもへの適切な日本語指導法や支援に
必要な心構えを学ぶ研修を実施し、外国人の子どもの学習支援を行う担い手を育成す
るとともに、学習支援者間の連携を強化します。
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② 外国人防災リーダーの活躍促進

③ 災害時多言語情報の発信 （ 990 千円）

④ 多言語版防災チラシ等の作成・配付 （ 165 千円）

⑤ 女性や高齢者、外国人等に配慮した避難所運営の促進

⑥ 災害時における大学等高等教育機関による通訳ボランティアの派遣体制の整備

⑦ 総合防災ポータルによる多言語防災情報の発信

⑧ 外国人による消防団（機能別団員・分団）の導入促進 （ 6,000 千円）

【消防課】

　外国人に対する防火・防災意識の普及啓発を図るとともに、災害時の避難誘導や避
難所での支援が行えるよう、外国人で組織する機能別団員・分団を導入した市町村に
対して助成します。

【防災課、河川課、砂防課】

　避難に役立つ防災・気象情報、雨量や河川水位情報をはじめ、平時における防災対
策などの情報を、岐阜県総合防災ポータルにおいて多言語（英語、中国語、ポルトガ
ル語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、韓国語、マ
レー語、スンダ語）で発信します。

【警備第二課】

　日本語に不慣れな外国人向けに、正確な防災関係の知識を提供して、災害から身を
守るために必要な備えを広報啓発する多言語版（英語、中国語、ポルトガル語、タガ
ログ語、ベトナム語、やさしい日本語）のチラシ等を作成します。

【防災課】

　女性や高齢者、外国人などの避難者の多様性に配慮した避難所運営ができるよう、
「ぎふ防災・減災センター」において、避難所運営に関する講座の開催を支援しま
す。

【総合政策課】

　県と県内大学等高等教育機関との間で締結した災害時連携協定に基づき、災害発生
時に、県から市町村のニーズを情報提供し、大学から避難所等に通訳ボランティアを
派遣する体制を整備します。

【外国人活躍・共生社会推進課、防災課】

　災害時に外国人をサポートする「外国人防災リーダー」を登録し、活躍を促進しま
す。

【国際交流センター（外国人活躍･共生社会推進課）】

　災害時に市町村等が発令する避難指示、河川情報や土砂災害警報情報等の災害情報
をＳＮＳを活用し、多言語（英語、中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム
語、やさしい日本語）で発信します。
　また、当該情報の発信を行う「災害情報の多言語自動発信システム」の市町村にお
ける活用を促進します。
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⑨ 消防団読本（多言語版）の配布

⑩ 消防本部における三者間同時通訳の導入 （ 1,239 千円）

① 外国人患者受入環境整備事業費補助金 （ 1,200 千円）

② 外国人患者受入体制整備協議会の開催 （ 149 千円）

③ 医療通訳ボランティアの育成・確保と斡旋 （ 960 千円）

④ かかりつけ医の設置促進

① 子育て世代に必要な届出書類等の多言語化

【国際交流センター（外国人活躍・共生社会推進課）】

　医療通訳ボランティアの発掘と登録者のスキルアップを図るため、医療に関する基
礎知識や通訳技術等を学ぶ研修や登録試験を実施します。また、県内の医療機関の依
頼に応じて、医療通訳ボランティアを紹介・斡旋します(対応言語は、中国語、ポルト
ガル語、タガログ語、ベトナム語の４言語、通訳方法として、オンラインを活用した
通訳も選択できます。）。

【私学振興課、外国人活躍・共生社会推進課】

　外国人学校やコミュニティごとのかかりつけ医の設置を促進します。

＜子育て＞

【子育て支援課】

　妊娠届出書や新生児聴覚スクリーニング検査の申込書など、子育て世代に必要な届
出書類等を多言語（タガログ語、ベトナム語、ポルトガル語、中国、英語）で提供し
ます。
※新生児聴覚スクリーニング検査については、英語、タガログ語のみ

【医療整備課】

　医療機関の医療通訳の雇用に係る人件費、医療機関が行う電話等による医療通訳
サービスの導入及び多言語対応ツールの導入に係る取組みに対して助成します。

【医療整備課】

　地域における外国人患者受入体制整備等を協議する場として、関係者による協議会
を開催します。

（２）医療体制の充実など生活における安全・安心の確保

＜医療＞

【消防課】

　消防団を外国人にＰＲするために、多言語版（英語、中国語、ポルトガル語）の消
防団読本を配布します。

【消防課】

　外国人からの１１９番通報及び外国人のいる災害現場等において、多言語（英語、
中国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語など全１８言語）対応が可能となる
よう、電話通訳センターを介した三者間同時通訳の体制を整備します。
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② 児童虐待対応通訳の確保 （ 744 千円）

③ 相談対応通訳の確保 （ 3,080 千円）

④ 翻訳機の配備 （ 54 千円）

① 訪日外国人等対応業務専門職の配置 （ 4,357 千円）

② 在留外国人対応業務専門職の配置 （ 7,705 千円）

③ 外国人居住者が多い地域等に対する安全対策、防犯講話等の実施

④ 広報啓発チラシの翻訳、配布 （ 50 千円）

⑤ 地域警察官による音声翻訳アプリの活用

【地域課】

　外国人県民の要望等に対し、翻訳アプリが搭載されたスマートフォン型データ端末
（ポリストリプルアイ）を用いて、的確に対応していきます。

【国際捜査課】

　外国人居住者が多い地域に住む外国人や、留学生、外国人学校の生徒、研修生等の
中長期滞在者向けの安全対策、防犯講話等を実施します。

【国際捜査課】

　外国人居住者が多い警察署に在留外国人等への対応等の充実を図るため、「在留外
国人等対応業務専門職」を配置します。

＜防犯・交通安全等＞

【警務課】

　警察署における訪日外国人等への対応等の充実を図るため、「訪日外国人等対応業
務専門職」を配置します。

【国際捜査課】

　警察が取り扱う、県内在住の方に知ってほしい情報について、在留外国人の方に伝
わるよう多言語に翻訳して配布します。

【子ども家庭課】

　児童虐待対応を円滑に行うため、子ども相談センターが行う外国人家庭に対する面
接時等に使用する翻訳機を配備します。

【子ども家庭課】

　児童虐待対応を円滑に行うため、子ども相談センターが行う外国人家庭に対する在
宅指導の際の通訳を確保します。

【子ども家庭課】

　子ども相談センターの行う外国人家庭への相談業務において、多言語での対応が必
要となることから、専門的な通訳業務の実績がある民間委託業者に電話通訳を依頼
し、２地点で３者間通訳を行います。
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⑥ 来日外国人向け小冊子の作成・配付 （ 117 千円）

⑦ 外国人交通安全教育指導員の配置 （ 4,124 千円）

⑧ 外国人に対する交通安全教育の実施

⑨ 外国人向け交通安全テキストの提供

【県民生活課】

　４言語（ポルトガル語、中国語、英語、ベトナム語）で作成した「外国人向け交通
安全テキスト」をホームページで提供します。

【交通企画課】

　外国人を雇用する企業や外国人学校等を対象に、外国人交通安全教育指導員による
参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するほか、その他の外国人については、企
業等と連携し交通安全教育（交通講話、交通教室等）を実施します。
　また、運転免許課に外国人交通安全教育指導員を派遣し、外国人の運転免許取得者
等に対する交通安全教育・安全運転に関する指導等を実施します。

【生活安全総務課】

　来日外国人のマナーや遵法精神の向上により多文化共生社会を実現し、犯罪の起き
にくい社会づくりを推進するため、来日外国人向けの広報資料を作成します。

【交通企画課】

　外国人を雇用する事業所、外国人学校における交通安全教育や外国語による教材の
作成、外国人からの交通安全に関する相談に対する指導、助言等の職務を行う「外国
人交通安全教育指導員」を配置します。
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